令和８年度法務省体験プログラム実施要領

１　目的
当省の業務を実際に体験することを通じて公務を知ってもらい、ひいては当省への入省希望の契機とすることを視野に入れ、法務行政への理解を深めてもらうことを目的とする。
併せて、公務に期待される能力を有する多くの優秀な学生を幅広く採用できるよう、国家公務員採用試験の申込者・合格者の拡大に向けた広報活動として、公務の魅力を伝えることも目的とする。

２　実習期間
　　原則として、大学及び大学院の夏季休業期間において行うものとする。
　　
３　実習対象者
　　大学生又は大学院生等

４　受入れ部局課等の決定
実習の実施を希望する局部課等は、受入れの詳細等について、「登録票」（別添１）及び「体験プログラムの実習予定表」（別添２）に記入の上、本年４月１３日（月）までに大臣官房人事課企画第三係（以下「企画３係」という。）宛て提出する。

５　募集
企画３係は、４月下旬までに、「募集要項」、「登録票」及び「実習プログラム予定表」に記載された実習内容及び応募方法等を学生に周知する。

６　受入決定
（１）実習を希望する学生は、「学生調査票」（様式１）を本年５月２９日（金）までに直接企画３係宛てデータで提出する。「学生調査票」に記載する電話番号やメールアドレスについては、必ず連絡がつくものを記載する。
（２）企画３係は、学生から提出された「学生調査票」を各局部課等へ送付する。
（３）各局部課等は、「学生調査票」に基づいて選考を行い、本年６月１２日（金）までに選考結果を企画３係宛て連絡する。
（４）企画３係は、選考結果の連絡を受け次第、速やかに受入の可否を応募学生に通知する。
７　受入準備
（1） 企画３係は、７月中に受入学生から「誓約書」（様式２）及び学生証の写し
の提出を受ける。
（２）各局部課等は、「誓約書」の提出後、受入学生に対し、実習等に必要な事項を速やかに連絡するとともに、入庁手続について警備へ連絡する等の受入れに必要な準備を行う。

８　実習終了後
（１）実習生は、法務省体験プログラム終了日に「法務省体験プログラムについての実習生アンケート」（別添３）を作成し、各局部課等を通して企画３係宛て提出する。
（２）各局部課等は、法務省体験プログラム終了後、速やかに「法務省体験プログラム実施報告書」（別添４）を作成し、企画３係宛て提出する。
　　　企画３係は、提出された「法務省体験プログラム実施報告書」を実習生に送付する。
